
地域公共交通確保維持改善事業による離島航路補助制度の概要

◇島民生活に必要不可欠な離島航路の維持･確保を支援

○補助対象は唯一かつ赤字の航路

１．離島航路運営費補助
・欠損見込額全体に対する補助充足率は１／２

２．離島住民運賃割引補助
・協議会の決定による離島住民運賃割引費用の１／２を支援(残り１／２は自治体等で負担)

３．離島航路構造改革補助
・公設民営化等による船舶の代替建造費用への支援

『地域公共交通確保維持改善事業』
Ｒ５予算額： ２０７億円（Ｒ４予算額： ２０７億円）

※ 航路数は令和５年４月１日現在の数値

〈Ｒ５予算額 離島航路：７０．５億円〉（Ｒ４予算額：７０．５億円）

【離島航路に就航する船舶の例】一般航路

一般旅客定期航路事業に係る航路［５１２航路］

離島航路

本土と離島、離島間等を結ぶ航路［２８３航路］

補助航路

離島航路のうち、唯一かつ赤字の航路
［１２７航路※］






